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2019年シンポジウム：「腎疾患のエンドオブライフケア」

日本透析医学会のガイドラインを中心に，
高齢者の透析を考える
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要 旨 増加の一途をたどる慢性透析患者は，国民全体と同様に高齢化してきている．透析を
行いながら人生の最終段階を迎える患者だけでなく，透析非導入，または，透析中止

（透析の見合わせ）を決定する患者も，米国のように，今後増加する可能性も考えられる．
　高齢多死社会において，高度に発展した医療技術を，どのように適応するかについては，臨床
倫理的アプローチが求められ，わが国においても臨床倫理が普及し始めているが，透析療法の適
応においても，臨床倫理の四原則（自律尊重，無危害，善行，正義）を参照しながら，目の前に
いる患者に何を提供すべきかを考える習慣を身につけたい．
　近年，アドバンス・ケア・プランニングの概念が注目されているが，その前身である事前指示
の普及も，透析医療の現場では，早くから行われていた．また，人生の最終段階を迎えた透析患
者には，がん患者への対応と同様に，緩和ケア的アプローチが求められるが，透析現場において，
緩和ケアのスキルは普及に至っていない．そこで，本稿では，透析の導入から中止に至るまでの
倫理的問題点，透析患者への緩和ケア・エンドオブライフケアなどについて概説する．
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透析医療における臨床倫理的アプローチ

　医療技術の革新と，患者の高齢化という問題が混
在している現代において，医療の目標を「患者の生
活の質（QOL）」に焦点を当てようという変革もあ
らわれたが，透析分野では，いち早くそれに対応し，
透析患者のQOL測定用国際的質問紙も開発され，
臨床応用されてきた 1 ）．
　透析の導入から中止までのプロセスにおける臨床
倫理的なアプローチを用いた意思決定支援のアルゴ
リズムを図 1 に紹介する 2 ）．この意思決定の場面に
おいては，「説明と同意」で表現されるような単調

なインフォームドコンセントではなく，共同意思決
定（Shared Decision Making）と呼ばれるプロセス
が求められる．ここでは，透析によって得られる患
者の利益と，透析行うことによる患者の負担を両者
でよく話し合うことが求められており，近年重要視
されている「患者と家族の，ものがたり（ナラティ
ブ）」を理解したうえでの意思決定支援が求められ
る．「利益を与え，害を与えるな」という臨床倫理
の原則を念頭に置きながら，患者・家族との真摯な
話し合いが求められる．
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慢性透析患者における事前指示

　事前指示（Advance Directives）とは，「昏睡状
態や植物状態，重度の認知症などで，自分自身の受
ける医療行為について，自分で決めることができな
くなってしまったときに備えて，意識がはっきりと
しているうちに，自分の受けたい，または受けたく
ない医療行為についての希望を表明しておくこと」
を指し，これを書面化したものがリビング・ウィル
と定義されるが，その他，代理人指名をも含む概念
である．
　わが国における事前指示の概念の普及において
も，透析分野では，早くから着手されていた．筆者
が行った透析患者の調査では， 8 割以上の患者が事
前指示をしたいと回答し，約30%の患者が実際に事
前指示をしていると回答していた 3 ）．しかし，後の
調査で，患者の終末期医療に対する希望は家族にも
主治医にも，統計学的には理解されていないことが
明らかとなった 4 ）．米国でも同様の結果が報告され
ており 5 ），自分の希望する形の終末期を過ごしたい
と考える場合，その意思を表明しておくことが必要
と考えられたため，透析患者用の事前指示書を作成
した 6 ）．一方，日米独の透析専門医の意識調査によ
ると，高度認知症患者に対する透析中止について，
日本の医師は，透析中止を推奨しないという結果で
あり，米国とは全く異なる結果であったが，｢患者
の事前指示および家族の希望を尊重する｣ 傾向にお
いては， 3 カ国とも同様の傾向であった 7 ）．

透析非導入・見合わせ，透析中止に関して

　Oreopoulos 8 ）は ｢末期癌患者に透析を継続する
ことは，死に行く過程を延長させるだけであり，症
例によっては，透析を中止し，痛みのない，尊厳あ
る死を選択する手助けをすべきではないか｣ と述べ
ている．また，Hirschら 9 ）は，きわめて予後不良
で重症な腎不全患者を診た場合，透析非導入を患者
や家族に提案すべき病態を発表している．大平も
10），透析中止を考える状況についての提言をしてい
る．2014年に日本透析医学会も，「維持血液透析の
開始と継続に関する意思決定プロセスについての提
言」を発表しており，臨床現場では，参考にされて
いる11）．筆者が提案した「患者から透析の中止・見
合わせの申し出があった際に留意すべき事項」を表
1 に示す12）．

慢性腎不全・透析患者への緩和ケア

　WHOの緩和ケアの定義によれば，緩和ケアの対
象は，がんなどの悪性疾患に限ったものではなく，
すべての疾患に対して提供されるべきと読み取れる
が，わが国においては，緩和ケア病棟への入棟基準
は，悪性疾患とAIDSに限定されており，緩和ケア
チームの活動に対する緩和ケア診療加算において
も，平成30年に，末期慢性心不全が加えられたばか
りであり，「慢性腎不全患者への緩和ケア」といわ
れても，現実味をもって考えることのできる医療者
が少ないかもしれない．しかし，米国においては
1990年代から「透析医療従事者は，緩和ケアの知識

・透析の中止・見合わせを希望する理由は何か？
　その理由は，関係者から見て理解可能なものか？
・患者は意思決定能力を有しているのか？
・うつ状態，脳障害や他の障害による影響はないか？
・透析中止の希望は確固たるものか？
　事前指示書，アドバンス・ケア・プランニング等はあるか
・患者の透析中止の希望の主要な要因を改善できる手段はないか？
　もしくは，その手段が尽くされたか。
・患者の家族や周囲の関係者は患者の希望を支持しているか？

表 1 　透析中止・見合わせの申し出があった際に留意すべき事項

　上記の条件について情報を入手し，多職種によるカンファレンス（臨床倫理コ
ンサルテーション等）で討議することが望まれる．（文献12より）
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を身に着けるべきである」と明言されており13），わ
が国においても早急に導入すべきと思われる．
　末期腎不全患者の人生の最終段階における各種症
状とそのケアについては，近年，患者・家族向けの
意思決定支援のための書籍も発行されたが14），がん
末期の場合の痛みとは別に，慢性透析患者には，透
析アミロイドーシスや透析骨症による，特有の痛み
についても留意しなくてはならない．また，透析患
者は，社会的なつながりが希薄であることも予想さ
れるため，人生の最終段階に至る以前から，社会と
のつながりに気を配り，社会資源（ピアサポートな
ど）を積極的に導入するなどの社会的処方をしてお
くことも求められる．精神的苦痛に対しては，大病
院であれば，緩和ケアチームや精神科医に依頼する
ことができるが，単独の通院透析施設では，人的資
源に乏しいため，透析医を筆頭とした院内スタッフ
が精神的ケアに対しても最低限のスキルを身に着け
ておくことが求められる．また，霊的苦痛（自身の
存在の意味に対する痛みと解説されることもあるい
わゆるスピリチュアルペイン）については，日本文
化になじみが薄いことは否めないが，「傾聴・共感」

などを通して，普段から患者の尊厳を意識した対応
をしておくことが求められる．近年，臨床宗教士も
増えてきているため，そこにつなげるという方法も
ある．また，患者だけでなく，家族等に対しても，
全人的な苦痛に対するケア（スピリチュアルケア）
を，多職種によるチームで展開すべきである．この
プロセスにおいて，先に述べた共同意思決定のプロ
セスにおいて，患者・家族のナラティブを尊重し，
関係者全員で，そのプロセスを共有することは，「死
別の悲嘆」を軽減することにも役立つ．最終的に ｢
本人の意志を尊重した｣ という事実は，家族に対し
ては「死別の悲嘆」に対するケア（グリーフ・ケア
の）一助となる一方，医療チームに対しても，バー
ンアウトを軽減するという効果も期待される．

〈本論文は2019年第73回国立病院総合医学会シンポジウ
ム「腎疾患のエンドオブライフケア」において「日本
透析医学会のガイドラインを中心に，高齢者の透析を
考える」として発表した内容に加筆したものである．〉 
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病態および治療法についての説明と同意
共同意思決定(Shared Decision Making)のプロセスを遵守
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在宅看取りも選択肢

QOLの維持・向上に着目したケア
ACPの実践,ADの取得を促す*

透析中止を
選択した場合

腎臓移植

図 1 　臨床倫理的アプローチを駆使した慢性腎不全医療のアルゴリズム
　末期腎不全と診断された時から包括的緩和ケアを提供する．また，すべてのプロセスを通じて多職種
連携を基本とし，必要に応じて倫理コンサルテーションを開催する．
*ACP : Advance Care Planning ; アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）
　AD : Advance Directive ; 事前指示
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